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人事異動（主査以上） 【教育委員会学校教育課】

　学校教育課主幹（学校教育担当）

～佐々木和美

【教育委員会社会教育課】

　社会教育課長～石川公隆、同課

主幹（生涯学習担当）～三浦明彦、

文化財保護係長～飛山朋弘

【教育委員会子ども未来課】

　子ども未来課主幹（子ども担当）

～小川義則

【議会事務局】

　議会事務局次長～岸本昌博

● 4 月 1 日付け新規採用者

　藤崎夢子、佐々木凌、川村ほの

か、宮原市靖、佐々木莉織、泉久

保翔太、勝亦浩希、高田龍一、山

田厚介、西村真吾、寺田大樹

● 3 月 31 日付け定年退職者

　高取真由美、佐々木由紀夫、石

川恵、竹田寿雄、熊谷久美子、山

脇正人

■ 4 月 1 日付け人事異動

【総務部総務課】

　総務課参事～北村浩二

【総務部政策調整室】

　秘書係長～永井敬洋

【総務部税務課】

　税務課主幹～村上賢二

【企画部企画課】

　総合企画係長～石原信登志、交

通移住観光係長～有澤彰

【企画部まち再生室】

　まち再生室主幹（まち再生担当）

～菅原浩二

【住民環境部住民課】

　太美出張所係長～青山晃一

【住民環境部環境生活課】

　環境生活課長～中渡憲彦、環境

対策係長～山本剛史

【福祉部】

　福祉部長～中出徳昭

【福祉部保健福祉課】

　保健福祉課主幹～遊佐博憲、福

祉係主査～星野美里、健康推進係

主査～土井淑子、同係主査～長谷

川恵子

【福祉部介護課】

　介護支援係主査～布施雅浩

【経済部農務課】

　農務課参事～栗谷雄介

【経済部商工課】

　商工係長～佐藤太一郎

【建設水道部建設課】

　建設課主幹（維持管理・建築住

宅担当）～柳沼忠、建設係長～渋

谷隆、維持管理係主査～浪岡勉、

建築住宅係長～平山圭吾

【建設水道部上下水道課】

　技術係長～坪井祐介

【出納室】

　会計管理者～小出真二、出納係

長～江口美智子

説 明 会説 明 会

消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催

　札幌北税務署では、10 月から

消費税の引き上げと同時に実施さ

れる、消費税の軽減税率制度に関

する説明会を開催します。事業者

向けの内容ですが、どなたでも参

加できます。

▼日時　6 月７日（金）　① 13 時

30 分～ 14 時 30 分、② 15 時～

16 時　※同内容で 2 回開催

▼場所　役場第二庁舎

▼内容

①消費税の軽減税率制度（対象品

　目・帳簿および請求書等の記載

　方法）の概要

②適格請求書等保存方式（インボ

　イス制度）の概要

③軽減税率制度に対応するための

　中小事業者への支援措置

▼申込期限　5 月 27 日（月）

▼申込方法　電話または FAX（任

意様式：住所・氏名・会社名を記

入）で申し込みください。

▼申込先　税務課税務係（☎ 23

－ 2332/FAX23 － 3206） ま た

は当別町商工会（☎ 23 － 2447/

FAX23 － 2570）

補 助補 助

トイレの水洗化（合併処理浄
化槽設置）費用を補助します

　下水道が整備されていない地域

を対象に、合併処理浄化槽の設置

に係る費用の一部を補助します。

補助を希望される方はお問い合わ

せください。

▼対象　トイレが汲み取り式また

は単独浄化槽の世帯

※既に設置工事に取りかかってい

　る場合は対象になりません。

▼補助額　取り付ける浄化槽によ

り補助の上限額が異なります。

▼申請期限　11 月 29 日（金）

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

　当別町では毎年２回、「町財政

がどのような状態にあるのか」を

お知らせするため、収入および支

出の概況や住民負担の状況などを

説明した「財政事情説明書」を公

表しています。町ホームページや

役場 2 階財政課で閲覧できます。

▼公表期間　５月 7 日から１年間

▼問合せ　財政課財政係（☎ 23

－ 2331）

財 政財 政

財政事情説明書を公表します
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　6 月 23 日（日）に開催する「第

36 回夏至祭」のイベント内で

行う「ウエディングセレモニー」

に参加を希望するカップルを募

集しています（町内外、未婚、

既婚は問いません）。セレモニーでは、石狩平野を

一望できるレクサンド記念公園での記念写真撮影

や、北欧を感じさせるスウェーデンヒルズの街並

みを歩く「リースの行進」への参加のほか、特製

の結婚証明書や記念品の贈呈などを予定していま

す。お二人の素敵な思い出を、ぜひ当別町夏至祭

で作りませんか。ご応募お待ちしています。

カップルを募集します！ 夏至祭ウエディングセレモニー！

■ 応募方法　まずはお電話でご相談ください。

　その後、氏名・住所・プロフィール・お二人

　の出会いなどをお聞きします。参加無料。

　※応募多数の場合は、抽選となります。

■ 応募締切　5 月 17 日（金）

■ 問合せ

　当別・レクサンド都市交流協会

　　　　 （町商工会内・☎ 0133 － 23 － 2447）

　当別町企画部企画課（☎ 0133 － 23 － 3042）

募 集募 集

赤十字社員に加入しませんか

　日本赤十字社では、地震などの

災害や内戦等の紛争に対して、さ

まざまな支援活動を行っています。

これらの活動を展開するためには、

赤十字の活動に賛同して資金協力

をしていただける方や町内会、日

赤奉仕団や協賛委員のご協力が必

要です。5 月は赤十字運動月間で

す。活動に賛同し、毎年 500 円

以上の資金協力をしていただく方

（社員）を募集しています。関心

がある方は、地域の協賛委員また

は福祉係へご連絡ください。

▼問合せ　保健福祉課福祉係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

　心筋梗塞や脳梗塞などの生活習

慣病の重症化を防ぐことを目的

に、腎機能や貧血検査などの検査

項目を増やしました。後期高齢者

健診は、病気治療中の方も受診で

きます。治療を継続しながら年に

一度は健診を受け、体の状態を確

認しましょう。受診には受診券が

必要ですのでお問合せください。

▼対象　当別町に在住の 75 歳以

上の方、65 歳以上で後期高齢者

医療保険に加入している方

▼受診期限　令和 2 年 3 月 31 日

▼検査項目　問診、身体計測、尿

検査、血圧測定、血液検査（脂質、

血糖、肝機能、尿酸、腎機能、貧血）、

心電図　※必要者に眼底検査

後 期 高 齢後 期 高 齢

後期高齢者健診の
検査項目が増えました

【健康福祉出前講座とは？】

　北海道医療大学の教授や NPO

法人・消防・役場職員などが講師

となり、健康づくりや福祉、生活

に関する情報などの講習会や体験

会をご希望の場所で行います。

【どんな講座があるの？】

　健康づくりや介護予防に役立つ

話や実習、福祉制度、運動体験、

災害対策、カラーセラピーなど

の趣味の講座もあり、今年度は 9

テーマ計 58 講座を開講。

【料金は？】　

　無料（一部有料講座あり）

【利用方法は？】  

　町内会、高齢者クラブ、学校、

友人同士など、５人以上集まれば

どなたでも利用できます。なお、

開催会場の準備や参集者への案内

は、利用者で準備していただきま

す。※営利目的は不可

【出前講座開催までの流れ】

①講座の冊子で希望講座を選ぶ

②問合せ先に直接連絡して日程調

　整等を行い、利用申請書を提出。

③講座開講

出 前 講 座出 前 講 座

利用してみませんか？
当別町健康福祉出前講座

④終了後、実施報告書を提出。

▼冊子の閲覧場所　町ホームペー

ジまたは町内公共施設等で閲覧が

できます。希望者には配布もしま

すので、お問い合せください。

▼問合せ　保健福祉課健康推進係

（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

▼料金　600 円（当日持参）

▼持ち物　被保険者証、受診券（オ

レンジ色）、問診票

▼実施医療機関　本誌 p.28 の健康

ひろばをご確認ください。受診の

際は医療機関に直接予約をしてく

ださい。

▼問合せ　保健福祉課健康推進

係（ ゆ と ろ 内・☎ 23 － 4044/

FAX25 － 5018）
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　取扱金融機関・コンビニエンス

ストアなどで納期限までに納めま

しょう。コンビニエンスストアで

納付の際は、レシートを必ず受け

取り、領収書と一緒に大切に保管

してください。

▼問合せ　軽自動車税：役場税務

課納税係（☎ 23 － 2341）

　自動車税：石狩振興局納税課

（☎ 011 － 281 － 7910）

納 税納 税

5 月 31 日は軽自動車税・
自動車税の納期限です

■今月の夜間窓口（共通）

　5 月 9 日（木）・23日（木）

　19 時 30 分まで

▼場所・問合せ　

　町税窓口：税務課納税係（☎
23 － 2341）

　町営住宅関係窓口：建設課建築

住宅係（☎ 23 － 3147）

夜 間夜 間

町税と町営住宅使用料等の
夜間窓口を開設しています

　この調査は、国が工業の実態を

明らかにすることを目的とした統

計法に基づく報告義務のある重要

な調査です。結果は中小企業施策

や地域振興などの基礎資料として

利用します。対象の事業所には、

5 月中旬から 6 月にかけて調査員

が調査票を持って伺うか、国から

直接郵送で届きます。調査の趣旨・

必要性をご理解いただき、ご協力

をお願いします。

▼調査対象　従業員 4 人以上の

全ての製造事業所

▼問合せ　総務課総務係（☎ 23

－ 2330）

統 計統 計

2019 工業統計調査を
実施します

▼日時・場所・内容

① 5 月 9 日（木）　10時～、議

　員控室、議員懇談会

② 5 月 10 日（金）　10 時～、議

場、令和元年第 1 回臨時会（議長・

副議長選挙、各常任委員会選任等）

▼その他　日程等は変更となる場

合があります。最新版はホーム

ページでご確認ください。議会開

催中は、インターネットによりラ

議 会議 会

当別町議会　
5 月臨時会のお知らせ

　当別町は総面積の約 6 割が森

林です。近年発生している林野火

災の発生原因は、「森林周辺での

ごみ焼き」や「入林者によるたば

こなどの不始末」によるものが大

半を占めています。森林資源を有

効に活用していくためにも、林野

火災の予防にご協力ください。

▼問合せ　エネルギー推進室林政

係（☎ 27 － 5089）

注 意注 意

林野火災にご注意を！

　山菜採りやハイキングなどで山

へ入る機会が増える季節となりま

した。春はヒグマによる人身事故

が発生しやすい季節ですので、ご

注意ください。

【被害に遭わないために】

・出没情報を事前に確認する。

・一人では野山に入らない。

・野山では音を出しながら歩く。

・薄暗いときには行動しない。

・クマのフンや足跡を見つけたら

  引き返す。

・食べ物やゴミは必ず持ち帰る。

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

注 意注 意

山菜採りハイキングなど
ヒグマにご注意を！

イブ配信しています。詳しくは、

当別町議会ホームページをご覧く

ださい。

▼問合せ　議会事務局総務係

　（☎ 23 － 3247）

広　告 広　告
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集中美化強化月間

　5 月 1 日～ 5 月 31 日は、集中

美化強化月間です。一人ひとりが

★シニア世代の運動教室

　足腰の筋力を維持する体操や

ウォーキングなどの無理のない

運動を行います。

▼開催日　毎週木曜日　

▼時間　14 時～ 15 時

▼対象　60 歳以上で健康のた

めに運動を始めたい方

★男の運動教室

　男性限定で、筋力アップや有

酸素運動を行いながら、体力向

上を目指します。運動が苦手な

方も参加できます。

▼開催日　毎週金曜日　

▼時間　19 時～ 20 時

▼対象　男性で運動を始めた

い方

▼参加方法　開催時間までに総

合体育館窓口へお越しくださ

い。１回目は無料体験できます。

２回目以降はふれスポ会員に登

録しご参加ください。

■共通事項

▼場所　総合体育館　

▼詳細　ふれ・スポ・とうべ

つ事務局（総合体育館内・☎ 

22 － 3833/FAX22 － 3832/

E-mail：info@tobetsu-gym.jp）

健康のために運動を始めたい方にお勧め！まずは体験を！

環境景観を意識し、美しいまちづ

くりに努めましょう。

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

当別町にも間もなく

桜の季節が到来！

川下神社周辺上空をドローンで撮影

（写真提供：桜を楽しむ会　昨年撮影）

■川下神社周辺

蕾の様子　H31.4.12 撮影

　桜を楽しむ会（田中信幸代表：

川下在住）から桜の情報が寄せら

れました。5 月上旬に満開が予想

されます。この他、阿蘇公園にも

多くの桜の木があります。

広　告


